
令和６年度
印西市指定居宅介護支援事業者等

集団指導
令和７年度における変更点など

本⽇は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
令和６年度印⻄市指定居宅介護⽀援事業者等集団指導を開催いたします。
本⽇は、令和７年度における変更点を主な内容として実施いたします。
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指導項目

１ 適正な区分変更申請について

２ 例外給付に係る理由書の提出について

３ 特定福祉用具の購入の注意点

４ 居宅サービス計画作成費の算定

５ 負担限度額認定申請

６ 在宅福祉サービスについて

７ ケアプラン点検スケジュール

８ 介護予防・日常生活支援総合事業について

９ 介護保険要介護認定等に係る資料の提供について

項⽬としては次の９項⽬となります。
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１ 適正な区分変更申請について

区分変更申請の法的根拠

介護保険法
（要介護状態区分の変更の認定）

第２９条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介
護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働
省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をするこ
とができる。

⼀つ⽬は、適正な区分変更申請のためのみなさんへのお願いです。
介護保険法第２９条第１項に基づく区分変更申請は、⽀援の必要の程度が現に受
けている要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときに申請す
ることができるとされています。
このような中、⾼齢者福祉施策である福祉タクシー事業や紙おむつの給付のため
に⾏うとの話もお伺いします。
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１ 適正な区分変更申請について

・審査時の特記事項等の確認

・一次判定シミュレーターなどの活用

区分変更申請は

要介護状態区分に変動があったと認めるときに

居宅介護⽀援事業所においては、担当の被保険者などから区分変更申請の相談等
を受けることがあるかと思いますが、区分変更申請の⽀援に当たっては、審査時
の特記事項等の確認やインターネット等で公開されている⼀次判定シミュレー
ターなどを活⽤いただきながら、妥当性を確認し、当該趣旨について御理解の上、
申請いただけるよう⽀援願います。
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１ 適正な区分変更申請について

介護認定申請書には必ず添付

介護認定調査連絡票

介護認定申請時等に申請書に添付いただいている⽇程調整等の連絡先を記載する
書類を「介護認定調査連絡票」として、改めて作成しました。
認定調査を事務受託法⼈に委託している関係もあり、認定調査の⽇程調整に関す
る情報がより重要となっています。
ホームページに申請書とともに公開していますので、介護認定申請の代⾏等を⾏
う場合は、この書類についても併せて御提出ください。
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２ 例外給付に係る理由書の提出について

次の例外的給付に係る理由書の提出を停止

・訪問介護・訪問型サービスの「生活援助中心型」サービス

・利用日数が認定有効期間の半数を超える短期入所サービス

疑義が生じるケースは、理由書を提出して市の判断を仰いでください。

◆総合事業（要支援認定者）についても同様の対応となります。

２つ⽬は、例外給付に係る理由書の提出についてです。
現在、「軽度者への福祉⽤具貸与」、「同居家族等がいる場合の⽣活援助中⼼型
サービス」及び「利⽤⽇数が認定有効期間の半数を超える短期⼊所サービス」の
算定に当たり、担当のケアマネジャーから理由書の提出をいただいております。
「軽度者への福祉⽤具の貸与」については、厚労省通知により書⾯での確認が求
められていますが、「同居家族等がいる場合の⽣活援助中⼼型サービス」及び
「利⽤⽇数が認定有効期間の半数を超える短期⼊所サービス」については、市独
⾃の取扱いとなります。
これまでの、審査状況からケアマネジャーにおいて適切な取り扱いがなされてい
るものと考えられることから、「同居家族等がいる場合の⽣活援助中⼼型サービ
ス」及び「利⽤⽇数が認定有効期間の半数を超える短期⼊所サービス」に係る理
由書の提出については、担当ケアマネにおいて疑義が⽣じた場合を除き、試⾏的
に停⽌します。
これまでに⽰している取り扱い基準に照らし、適正な給付に努めていただきます
ようお願いいたします。
算定に当たり、疑義が⽣じるケースについては、これまでのとおり、理由書によ
り、市の判断を仰いでいただきますようお願いいたします。
なお、総合事業についても同様の対応となります。
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２ 例外給付に係る理由書の提出について

軽度者への福祉用具貸与

・理由書の様式変更

・チェックシートの活用

軽度者への福祉⽤具貸与に係る様式について、国の⽰す標準様式に準じた変更を
⾏いましたので、提出の際は御注意ください。
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２ 例外給付に係る理由書の提出について

軽度者への福祉用具貸与

・理由書の様式変更

・チェックシートの活用

また、審査の際に使⽤しているチェックシートをホームページ上に公開しました
ので、御活⽤ください。
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３ 特定福祉用具の購入の
注意点

①購入前の相談

利用者から福祉用具に

ついて相談を受けた場合は

「福祉用具を購入する前に

ご相談ください」と伝える

②福祉用具販売店

特定福祉用具については

「特定福祉用具販売に係る

指定居宅サービス事業所」

から購入

（介護保険法 第４４条）

③福祉用具専門

相談員の助言

特定介護予防福祉用具販売は、
居宅要介護者又は居宅要支援者
が福祉用具を選定するに当たり、
福祉用具専門相談員から、福祉
用具に関する専門的知識に基づく
助言を受けて行われるもの

（「福祉用具販売専門相談員につ
いて」老振発第0331011号）

保険給付の対象となる

申請書を提出する前に
要件を満たしているか必ず確認

一定の要件を満たせば

次に特定福祉⽤具購⼊についてです。
⼀般的な福祉⽤具の販売については、対⾯や訪問による販売だけでなく、イン
ターネットの通販サイトを使っての販売も⾏われています。

インターネット販売であっても要件を満たしていれば、保険給付の対象となりま
すが、要件を満たしていない場合、保険給付の対象外となり全額が利⽤者の負担
となってしまいます。
気を付けるポイントは３つあります。

まず１点⽬、保険給付対象外の購⼊とならないよう、「購⼊する前に御相談、御
⼀報ください」とお伝えするなど、普段からお声かけいただくようお願いします。
また、福祉⽤具販売店から相談があった場合は、その⽤具が利⽤者の状態にあっ
たものか、⾃⽴を阻害するものではないかなどの確認をお願いします。

次に２点⽬、福祉⽤具を購⼊する際は「都道府県等の指定を受けた福祉⽤具販売
に係る居宅サービス事業者」から購⼊してください。
指定を受けていない事業者から購⼊した場合は保険給付の対象外です。販売店が
指定を受けているかの確認をお願いします。

最後に３点⽬、購⼊にあたっては利⽤者にあった福祉⽤具の選定のため、福祉⽤
具専⾨相談員からの助⾔を受けることが必要となります。
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必要に応じて、福祉⽤具専⾨相談員が属する事業所を紹介するなどの対応をお願
いします。

以前インターネットの通販サイトを利⽤した福祉⽤具の購⼊に係る⽀給申請があ
りましたが、要件不⾜のため、不⽀給となったケースがありました。
申請書に購⼊理由を記載する際は、これらに注意いただき、保険給付の対象とな
る購⼊かどうかを含めて、確認いただきますようお願いします。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定

入院時情報連携加算

・Ⅰ 入院日当日に情報連携を行った場合

・Ⅱ 入院日の翌日又は翌々日に情報連携を行った場合

ケアプラン等に入院日、情報連携を行った期日、提供手段、内容等を記載してください。

営業日以外の入院の場合に係る特例の適用を受ける場合は、その旨の記載も必要です。

次に、居宅サービス計画作成費の算定についてです。
居宅介護⽀援事業所の実地指導については、指定の更新時期の前に定期的に⾏わ
せていただくこととしています。
今年度の実地指導における報酬請求指導に当たり、共通して指導する部分があり
ましたので、みなさんにお伝えします。

居宅サービス計画作成費の算定に当たって、各種加算項⽬がありますが、それぞ
れに算定要件が定められています。
実地指導にうかがった際、算定要件を満たしているか否か、確認に時間を要する
ケースがありましたので、例を挙げて加算に関する注意事項としてお伝えします。
まず、⼊院時情報連携加算です。当該加算につきましては、担当被保険者の⼊院
時における医療機関との情報連携を評価するものですが、情報提供のタイミング
によって単価が変動するものとなっています。
提供を⾏った事実のみだけでなく、⼊院⽇、情報連携を⾏った期⽇、提供⼿段、
内容等、適切な報酬請求の根拠となる事項について、ケアプラン等に記載するよ
う、お願いします。
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４ 居宅サービス計画費の算定

退院・退所加算

退院・退所前又は退院後７日以内に、病院・施設の職員収集を行った場合

・Ⅰイ カンファレンス以外の方法で１回

・Ⅰロ カンファレンスにより１回 など

ケアプラン等に退院日、情報収集を行った日時、収集手段、内容等を記載してください。

次に、退院・退所加算です。当該加算につきましては、担当被保険者の退院・退
所時における関係機関からの情報収集を評価するものですが、情報収集の時期に
よって加算の有無を、情報収集の⽅法によって単価が変動するものとなっていま
す。
情報収集を⾏った事実のみだけでなく、退院・退所⽇、情報収集を⾏った期⽇、
収集⼿段、内容等、適切な報酬請求の根拠となる事項について、ケアプラン等に
記載するよう、お願いします。
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４ 居宅サービス計画費の算定

・各種加算項目に係る要件の確認

・加算項目を満たしているかをケアプラン等

に明記

参考図書：介護報酬の解釈（社会保険研究所 発行）

令和６年４⽉に介護報酬改定が⾏われましたが、単価の改定のみならず、加算要
件についても変更となっています。
各種加算要件については、社会保険研究所発⾏の「介護報酬の解釈」などにより
確認を⾏い、正しい報酬請求を⾏うようお願いします。
また、加算要件を満たしているか否かを確認できるようケアプラン等に明記する
よう⼼掛け、当該加算を算定する場合は、それらの根拠を確認の上、⾏うようお
願いします。

資料に記載はしていませんが、今年度、サービス担当者会議を実施していない事
業所があるとの御意⾒が寄せられました。
実地指導においてはそのような事例はこれまで確認できていません。
開かれていたとしても、利⽤者や御家族がそれと認識していない場合があるので
はないかと考えています。
市に寄せられる居宅介護⽀援事業所に係る苦情は、お互いの意識のすれ違いで⽣
じている場合が多く感じられます。
先ほど申し上げたサービス担当者会議もそうですが、利⽤者や御家族は素⼈であ
るため、みなさんの常識が通⽤しない場合もあります。
⾯倒な部分もあると思いますが、運営基準に従って会議等を開催する場合は、そ
の位置づけや⽬的など、分かりやすく丁寧に説明することなども⼀つの⼿段と考
えます。
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５ 負担限度額認定申請

認定要件

・本人、配偶者が市民税非課税か

・本人の属する世帯が市民税非課税か

・預貯金（本人＋配偶者）が要件以下

必要な書類

本人、配偶者名義の通帳

株式・金・銀・出資配当金などがある場合

残高を証明する書類

申請を勧める場合、制度の説明を

世帯分離について
・実態として収入がそれぞれあり生計が別と認められる場合（夫婦は除く）
・事実上、夫婦関係が破綻している場合
介護保険料を下げたい、負担限度額認定を受けたいからなどの理由では
世帯分離はみとめられません。

次に、負担限度額認定申請についてです。
負担限度額認定制度については、低所得の被保険者を対象として施設⼊所等に係
る居住費等を給付する制度となっていますが、施設⼊所やショートステイを利⽤
される⽅へ、ケアマネから申請を勧めることがあるかと思います。
認定要件や必要書類に関して、あまり理解のないまま「申請した⽅がいいと⾔わ
れたから」と申請に来られる⽅もおり、本⼈が課税されている場合など、明らか
に該当しない場合もあります。
この制度については、資産要件があることにより、御準備いただく資料が多く、
家族等の負担も⼤きいため、制度の概要については、あらかじめ御説明いただき
ますようお願いします。

また、世帯分離についてもケアマネジャーから勧められたとの理由で申し出され
るケースがあります。
世帯分離には市⺠課での⼿続きとなりますが、世帯分離が認められるには「実態
として収⼊がそれぞれあり、⽣計が別と認められる場合」「事実上、夫婦関係が
破綻している場合」などの理由でなければなりません。
介護保険料を下げたい、負担限度額の認定を受けたいからなどの理由では認めら
れませんので、案内する際は御注意ください。
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６ 在宅福祉サービスについて

紙おむつ給付サービス

・別紙「印西市紙おむつ給付サービス事業申請方法」を参照

次に、在宅福祉サービスについてです。生きがい支援係から説明させていた
だきます。日頃より、皆様には市の福祉行政に御理解と御協力を賜り御礼申し上
げます。

紙おむつ給付サービスについて、事業の適正な運営の為、改めて周知をさせ
ていただきます。

別紙「紙おむつ給付サービス事業申請方法」と「記入例」をご覧ください。
受付は月末の締め切りとなります。なお、郵送での申請につきましては、市

に到着をした日で受付を致しますので、ご注意ください。商品の配達は15日まで
に配達が完了するように、委託業者にはお願いをしています。

申請者欄につきましては、申請者は「家族」「本人」を原則といたします。
ＣＭが代わりに代筆される場合は、空いているスペースに事業所名、担当者名を
ご記載ください。
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７ ケアプラン点検スケジュール

対象月が近づいたら文書で通知します。

次は、包括⽀援係よりご説明いたします。日頃より、皆様には市の福祉行政

に御理解と御協力を賜り御礼申し上げます。

令和７年度のケアプラン点検のスケジュールです。対象月が近づきましたら、
文書でお知らせいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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８ 介護予防・日常生活支援総合事業について

１） 令和７年４月実施分以降の介護予防ケアマネジメントサービスコードについて

→ 令和７年３月３１日まで経過措置となっていた

「介護予防ケアマネジメント業務継続計画未作成減算」のサービスコードを、

４月以降に市ホームページに掲載予定

２） 地域支援事業実施要綱の改正について

→ 地域支援事業実施要綱改正に伴い、

介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインの一部改正あり

次に、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業についてご説明いたします。

まずは、令和５年度の集団指導でもお伝えしております 業務継続計画未策定事
業所に対する減算について、経過措置が令和７年３⽉３１⽇をもって終了となり
ます。
そのため、４⽉以降に市ホームページにて、「介護予防ケアマネジメント業務継
続計画未作成減算」のサービスコードを掲載する予定です。
次に、地域⽀援事業実施要綱ですが、令和６年８⽉に改正が⽰されました。
その中でも、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業のガイドラインの改正部分につい
て⼀部関連する部分をお伝えをさせていただきます。
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改
正
点

国は、２０２５年以降、現役世代が減少し医療・介護専⾨職の確保が困難となる
⼀⽅で、８５歳以上⾼齢者は増加していくという現状に対し、総合事業の充実を
⽰しております。

総合事業の充実とは、地域のつながりの中で、地域住⺠の主体的な活動や地域の
多様な主体の参⼊を促進し、医療・介護の専⾨職がそこに関わり合いながら、⾼
齢者⾃⾝が適切に活動を選択できるようにするものであり、⾼齢者が元気なうち
から地域会社や医療・介護専⾨職とつながり、そのつながりのもとで社会活動を
続け、介護が必要となっても必要な⽀援を受けながら、住⺠⼀⼈ひとりが⾃分ら
しく暮らし続けられる「地域共⽣社会」の実現を⽬指していくとされています。

図の「改正点」として⾚く囲っている部分のことであり、市町村は、フレイル状
態から要⽀援の⽅が、拡⼤した選択肢の中で適切な選択ができるよう⽀援し、こ
れまでの⽣活に戻れたり、状態が悪化し要介護状態となっても地域とつながった
まま⽣活できるようにするという、地域の⼈と社会資源とつながれる地域共⽣社
会を築いていこうということになりました。
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改
正
点

この度、従前相当サービスの対象者について、進⾏性疾患や病態が安定しない者
等と明記されました。
そのため、「従前相当サービス」だけではなく、右側の「多様なサービス・活
動」を充実させて、地域住⺠を含む地域の多様な主体により開発されるサービス
や活動を選択できるよう⽀援していくこととされています。
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総合事業の一部改正に伴う今後の方向性
現状、

現在認定を受けている事業対象者・要支援認定の方のサービス
利用において、大きな影響はありません。

ただし、従前相当サービス等、サービスの必要性を明確にケアプ
ランに記載してください。

今後は、
従前相当サービスの利用だけではなく、高齢者自身が適切に活
動を選択できるよう、地域の多様な主体の活用をご検討ください。

その際には、各地域包括支援センターにて配置している「生活支
援コーディネーター」へご相談ください。

現在認定を受けている事業対象者・要⽀援認定の⽅のサービス利⽤において、⼤
きな影響はありません。今まで通り、利⽤されるサービスの必要性をケアプラン
に記載していただければと思います。

ただし、このような改正がなされておりますので、皆様におかれましては、従前
相当サービスだけでなく、⾼齢者⾃⾝が適切に活動を選択できるよう、地域の多
様な主体の活⽤をご検討ください。
その際には、各地域包括⽀援センターにて配置している「⽣活⽀援コーディネー
ター」にご相談いただければ、地域でのボランティア活動や、通いの場の情報等、
お⼒になれることもございますので、ぜひご相談ください。

よろしくお願いいたします。
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生活支援体制整備事業に係るアンケート調査
１．事業所種別

2．各地域包括⽀援センターに配置されてる「⽣活⽀援コーディネーター」（以下、SC）は知っていますか︖

件 件 件 件 件 件

件 件 件 件 （具体的に ）

ご協⼒ありがとうございました。その他、⽣活⽀援コーディネーターに期待する役割などございましたらご⾃由にお書きください。

⽇々の業務の中で、地域で解決できそうなものがあれば、SCまでご連絡ください。みなさまのお⼒になれるよう尽⼒いたします︕

印⻄市 ⾼齢者福祉課 包括⽀援係

FAX︓0476-40-3881

３．設問２で「知っている」と回答した⽅にお聞きします。SCと連携を取ったことはありますか︖
（例︓地域資源をSCに紹介してもらった、SCと訪問に⾏った等）

□ある

４．貴事業所において携わっているケースで、「地域の多様な主体で解決できそうな⽣活⽀援（ゆうゆうサービス や、ワン
コインサービス、地域住⺠によるボランティア等）」はありますか︖
あれば、その 件数を教えてください。（複数記述可）

（例）・現在、ごみ捨てをするためだけに早朝訪問している利⽤者がいる。近くにボランティアがいれば解決できそう。
・専⾨職では実施できないが、庭の草⽊が伸びている。シルバー⼈材センターがはいってくれれば解決できそう。
・デイサービスに週に１回通っているが、その他の時間が閉じこもり傾向の利⽤者がいる。通いの場が近くにあれば解決で
きそう。 等

□知っている □知ってはいるが、関わ
り⽅がわからない □知らない

□地域包括⽀援センター □居宅介護⽀援事業所 □訪問介護事業所

□ない

アンケート送付先

⾒守り 通いの場 移動⽀援 その他

ゴミ捨て 庭・草⽊の⼿⼊れ 話し相⼿ 掃除 買い物 散歩

4.貴事業所において携わっているケースで、「地域の多様な主体で解

決できそうな生活支援（ゆうゆうサービスや、ワンコインサービス、地域

住民によるボランティア等）」はありますか？

全部で

２８０件

１⽉末〜２⽉中旬にかけて、みなさまに「⽣活⽀援体制整備事業に係るアンケー
ト調査」を実施させていただきました。
多くの事業所のみなさまにご協⼒いただきまして、ありがとうございました。

アンケートでは、今回の総合事業の改正を受け、「貴事業所において携わってい
るケースで、地域の多様な主体で解決できそうな⽣活⽀援」があるかどうか、お
聞きしたところ、全部で２８０件あることがわかり、みなさまの意識の⾼さが伺
えました。

これらを少しでも地域の多様な主体で解決できるよう、⽣活⽀援コーディネー
ターも尽⼒してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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◆月途中で、事業対象者→要支援１の認定が出た場合の

通所型サービスの請求方法

・通所型サービスの利用回数で請求を考える

・通所型サービスの利用回数が、

◆３回までならば → 回数のコードで回数分を請求

◆４回以上であれば → 月額のコードで請求

※事業対象者と要支援１のコードが同じため、月途中で認定となっても、

まとめて考える。

・給付管理表の認定区分は、

月途中で要支援１となった月は → 「事業対象者」となり、

その翌月からは → 「要支援１」となる

最後に、⽉途中で事業対象者が要⽀援１の認定が出た際に、通所型サービスを利
⽤していた場合の請求⽅法について、お伝えいたします。

通常、⽉の途中で認定区分が変わった際には、サービスコードが変わり、それぞ
れの認定区分のサービスコードで利⽤実績を⼊れていくと思います。
しかし、事業対象者と要⽀援１では、サービスコードが同⼀となっております。
そのため、印⻄市では、その⽉の利⽤回数（事業対象者で利⽤した回数と要⽀援
１で利⽤した回数の合計）で請求を⾏ってください。
また、給付管理票の認定区分は、⽉途中で事業対象者→要⽀援１となった⽉は、
「事業対象者」としてください。
そして、翌⽉は、「要⽀援１」としてください。
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９ 【追加】介護保険要介護認定等に係る資料の提供
について

● 変更点

・資料提供の範囲の変更
マスキング処理を行っていた一次判定結果の提供

・費用の変更
写しの提供に係る費用負担を０円に

本⽇追加で配布いたしました項⽬について御説明します。
被保険者の⼼⾝、環境及び医療等の状況に応じた介護サービスの提供のため、被
保険者の同意のもと提供している介護認定審査の結果について、令和７年度から
取り扱いを変更します。
まず、⼀点⽬として、介護認定審査会資料のうち、これまでマスキング処理を
⾏っていた⼀次判定等についても提供対象とします。
⼆点⽬として、資料１枚当たり１０円を申出者に負担いただいていましたが、こ
れを無料とします。
申出の⽅法については、変更はありません。

この資料提供に当たり、申出者がケアマネである申出書を被保険者の家族が持参
し、提供を求めるといった事例がありました。
申出者と提供相⼿が異なるため、窓⼝において資料提供は⾏いませんでした。
当該家族において、市の窓⼝に赴くついでがあったため、⾃⾝が持参すると申出
があり、このような状況となったとのことです。
この情報提供については、本来個⼈情報の開⽰⼿続きを経て⾏うべきところ、被
保険者の利益に資するものであることから、本⼈の同意を得ることによって、簡
易な⼿続きにより申出者に提供しているものです。
このような⾏為は、この特例的な⼿続きの⾒直しにもつながる⾏為となりますの
で、取扱いについて御注意いただきますようお願いいたします。
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